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王
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願
寺
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飛
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寺
の
造
寺
思
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田

誠

一

序

言

日
本
に
お
け
る
最
初
期
の
本
格
的
伽
藍
を
有
す
る
寺
院
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
に
法
興
寺
と
し
て
み
え
る
飛
鳥
寺
の
重
要
性
は
あ

え
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
に
加
え
て
二
十
世
紀
末
以
降
の
朝
鮮
三
国
と
く
に
百
済
寺
院
の
発
掘
成
果
は
飛
鳥
寺
址
の
遺
物
や
遺

構
と
対
照
検
討
で
き
る
部
分
が
多
く
、
相
互
の
比
較
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ

け
百
済
寺
院
址
で
は
有
銘
の
舎
利
容
器
な
ど
が
複
数
出
土
し
て
お
り
、
た
ん
に
考
古
資
料
と
し
て
の
物
質
的
比
較
に
と
ど
ま
ら
ず
、
銘

文
に
記
さ
れ
た
内
容
は
百
済
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
の
文
化
史
や
宗
教
・
思
想
史
な
ど
に
関
し
て
重
要
な
同
時
代
の
文
字
資
料
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
百
済
寺
院
址
出
土
の
銘
文
に
は
王
族
の
追
福
祈
願
な
ど
の
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
王
族
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ

た
点
を
重
視
し
て
王
室
祈
願
寺
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
本
論
で
も
同
様
に
措
定
し
て
お
く
。

ま
た
、
百
済
寺
院
址
出
土
の
舎
利
容
器
銘
文
の
内
容
は
文
献
・
史
料
に
み
え
る
南
北
朝
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
の
寺
院
お
よ
び
舎
利
埋

納
関
係
記
事
と
対
照
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
に
お
い
て
百
済
王
室
祈
願
寺
は
出
土
遺
物
と
銘
文
の
双
方
か
ら
同
時
期
の
東
ア
ジ

ア
に
お
い
て
史
的
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
、『
日
本
書
紀
』
を
中
心
と
し
た
飛
鳥
寺
関
係
の
文
献
記
述
は
当
然
な
が
ら
、
内
容
の
吟
味
に
先
立
つ
修
飾
や
記
述
の
意

図
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
同
時
代
の
東
ア
ジ
ア
の
造
寺
・
造
塔
の
考
古
資
料
と
文
献
記
載
と
の
比
較
に
基
づ
い

一
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た
相
対
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
関
係
す
る
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
百
済
王
室
祈
願
寺
の
銘
文
の
内
容
を
確
認

し
た
後
、
南
北
朝
期
の
寺
院
造
営
に
関
わ
る
追
福
と
捨
宅
寺
院
の
事
例
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
寺
の
思
想
的
背
景
を
類
型
と
し

て
認
識
し
、
こ
れ
ら
と
の
対
照
に
よ
っ
て
飛
鳥
寺
の
造
寺
記
事
を
検
証
し
つ
つ
、
記
述
そ
の
も
の
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
東
ア
ジ
ア
の

な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一

百
済
王
室
祈
願
寺
の
舎
利
容
器
に
み
え
る
造
寺
思
想

陵
山
里
寺
址
は
百
済
最
後
の
王
都
で
あ
る
扶
余
（
忠
清
南
道
扶
余
郡
）
に
所
在
す
る
百
済
王
陵
と
み
ら
れ
る
陵
山
寺
古
墳
群
の
西
側

で
発
見
さ
れ
、
伽
藍
配
置
が
判
明
す
る
と
と
も
に
工
房
址
の
検
出
や
金
銅
香
炉
な
ど
の
優
秀
な
遺
物
の
出
土
で
知
ら
れ
て
い
る
。
陵
山

里
寺
址
で
は
木
塔
心
礎
石
の
周
囲
か
ら
花
崗
岩
製
の
舎
利

が
出
土
し
て
い
る
。
舎
利

に
は
「
百
済
昌
王
十
三
季
太
歳
在

丁
亥
妹

兄
公
主
供
養
舎
利
」
と
い
う
銘
文
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
昌
王
十
三
年
す
な
わ
ち
、
威
徳
王
代
の
五
六
七
年
に
妹
兄
公

主
が
舎
利
を
供
養
し
た
こ
と
が
判
明
し
た１

）
。

王
興
寺
も
扶
余
に
所
在
し
た
寺
院
址
で
、『
三
国
史
記
』『
三
国
遺
事
』
に
記
述
が
あ
り
、
創
建
に
関
し
て
は
『
三
国
史
記
』
で
は
法

王
二
年
（
六
〇
〇
）
と
さ
れ
、
武
王
三
五
年
（
六
三
四
）
に
完
成
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る２

）
。
王
興
寺
址
は
一
九
三
四
年
に
「
王
興
」
銘

文
瓦
の
収
拾
に
よ
っ
て
現
在
地
に
比
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
七
年
に
行
わ
れ

た
木
塔
址
の
発
掘
調
査
で
は
木
塔
基
礎
（
心
礎
石
）
部
分
か
ら
舎
利
孔
に
安
置
さ
れ
た
状
態
で
舎
利
容
器
が
出
土
し
た
。
現
在
ま
で
の

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
伽
藍
配
置
は
木
塔
・
金
堂
・
講
堂
が
南
北
に
並
ぶ
構
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る３

）
。
舎
利
容
器
は
青
銅
製

外
盒
の
中
に
銀
製
外
壺
を
い
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
金
製
瓶
を
入
れ
る
と
い
う
、
金
・
銀
・
銅
の
容
器
の
入
れ
子
状
を
な
し
て
い
た
。

青
銅
製
外
盒
に
は
銘
文
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
一
行
五
字
ず
つ
で
、
最
後
の
行
の
み
四
字
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
現
状
に
お
い
て
銘
文
は

二



「
丁
酉
年
二
月
十
五
日

百
済
王
昌
為
亡
王
子

立
刹

本
舎
利
二
枚
葬
時

神
化
為
三
」
と
釈
読
さ
れ
て
い
る
。

銘
文
の
釈
意
に
つ
い
て
、
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
見
解
を
整
理
す
る
と
「
丁
酉
年
二
月
十
五
日
に
百
済
王
昌
（
威
徳
王
）
が
、
亡

き
王
子
の
た
め
に
刹
（
塔
）
を
立
て
た
。
本
（
こ
の
、
あ
る
い
は
本
来
の
意
）
舎
利
は
埋
納
し
た
時
は
二
枚
で
あ
っ
た
が
、
神
力
に
よ

っ
て
化
し
、
三
（
枚
）
と
な
っ
た
」
と
解
さ
れ
て
い
る４

）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
百
済
王
昌
が
『
三
国
史
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
記

事
か
ら
、
威
徳
王
の
諱
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
治
世
の
丁
酉
年
は
五
七
七
年
に
あ
た
り
、
さ
き
に
み
た
『
三
国
史
記
』

の
王
興
寺
創
建
記
事
よ
り
も
年
次
が
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。

「
銘
文
」
の
「
亡
王
子
」
の
「
亡
」
字
に
つ
い
て
は
、「
三
」
字
と
み
る
見
解
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、「
亡
」
字
で
あ
る
と
す
る
見

方
が
確
定
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
「
亡
王
子
」
は
威
徳
王
の
太
子
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
「
阿
佐
太
子
」
の
ほ
か
に
、
五

七
七
年
ご
ろ
に
死
亡
し
た
別
の
王
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

扶
余
地
域
の
他
で
は
益
山
・
弥
勒
寺
址
（
全
羅
北
道
益
山
市
）
で
石
造
の
西
塔
の
解
体
過
程
に
お
い
て
舎
利
孔
が
発
見
さ
れ
、
こ
こ

か
ら
金
製
舎
利
奉
安
記
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
た
。
舎
利
奉
安
記
は
金
製
で
縦
一
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
五
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
横
長
の
金
板
で
あ
り
、
銘
文
は
一
行
九
字
で
十
一
行
、
裏
面
も
一
行
九
字
で
十
一
行
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
一
行
目

は
一
〇
字
、
三
行
目
も
一
時
分
の
空
画
を
含
め
て
一
〇
字
、
一
〇
行
め
は
八
字
、
最
後
の
十
一
行
め
は
四
字
と
な
っ
て
い
る
。
字
数
は

あ
わ
せ
て
一
九
三
字
で
あ
り
、
文
字
は
陰
刻
さ
れ
た
後
に
朱
漆
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
。

銘
文
の
内
容
は
前
半
で
は
釈
迦
の
出
世
と
入
滅
、
仏
舎
利
の
奇
瑞
、
後
半
で
は
百
済
王
后
で
あ
る
沙
七
ノ

宅
）積
徳
の
娘
が
伽
藍
を
造

立
し
、
己
亥
年
正
月
廿
九
日
に
舎
利
を
奉
迎
し
、
大
王
陛
下
の
年
寿
が
久
し
く
、
仏
法
が
弘
通
し
、
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
と
、
王
后

の
身
体
が
不
滅
で
、
永
く
子
孫
に
福
利
が
あ
り
、
衆
生
と
と
も
に
仏
道
を
成
さ
ん
こ
と
を
願
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最

終
的
に
は
百
済
王
と
王
后
の
身
体
の
不
滅
と
家
系
の
福
徳
お
よ
び
仏
道
の
成
就
を
願
目
と
し
て
、
舎
利
の
供
養
と
塔
の
建
立
を
行
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
舎
利
お
よ
び
奉
安
記
が
奉
安
さ
れ
た
年
次
に
つ
い
て
は
、
銘
文
の
六
行
目
に
あ
る
「
己
亥
年
正
月
廿
九
日
」
の
記
載

三
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に
よ
っ
て
、
武
王
の
在
位
中
の
六
三
九
年
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
百
済
王
室
祈
願
寺
か
ら
出
土
し
た
出
土
し
た
六
世
紀
代
の
銘
文
資
料
内
容
か
ら
、
陵
山
里
寺
址
や
王
興
寺
址
の
造
営
は
亡

父
や
亡
息
の
追
福
を
目
的
と
し
て
お
り
、
七
世
紀
代
の
弥
勒
寺
西
塔
址
は
百
済
王
と
王
后
の
身
体
の
不
滅
と
家
系
の
福
徳
お
よ
び
仏
道

の
成
就
を
造
塔
の
願
目
と
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

二

中
国
南
北
朝
王
族
の
造
寺
・
造
塔

百
済
王
室
祈
願
寺
の
造
寺
・
造
塔
の
思
想
背
景
を
考
察
す
る
た
め
に
、
同
時
期
の
中
国
南
北
朝
時
代
の
造
寺
・
造
塔
に
つ
い
て
知
る

こ
と
は
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
寺
院
造
営
に
伴
う
本
格
的
な
造
塔
が
南
北
朝
時
代
に
は
じ
ま
り
、
文
献
の
記
載
に
比
べ

る
と
資
料
数
と
し
て
は
少
な
い
が
実
際
の
遺
構
や
遺
物
も
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
と
り
わ
け
南
朝
・
梁
で
は
武
帝
代
の
仏
教
の

興
隆
と
と
も
に
、
多
く
の
寺
院
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
百
済
は
梁
に
対
し
て
頻
繁
な
遣
使
を
行
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
中
大
通
六

年
（
五
三
四
）
と
大
同
七
年
（
五
四
一
）
の
二
度
に
わ
た
っ
て
遣
使
し
、
涅
槃
経
義
・
毛
詩
博
士
・
工
匠
・
画
師
等
を
賜
っ
た
こ
と
が

『
梁
書
』
百
済
伝
に
み
え
て
お
り５

）
、
百
済
王
室
祈
願
寺
の
造
営
思
想
に
は
南
朝
・
梁
の
仏
教
が
直
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
同
時
代
的
状
況
を
知
る
た
め
に
以
下
に
南
北
朝
時
代
の
造
寺
関
係
記
事
の
な
か
で
、
百
済
と
古
代
日
本
の
造
寺
・
造
塔
と
関
係

す
る
王
族
の
追
福
と
邸
宅
な
ど
を
寺
院
に
喜
捨
す
る
捨
宅
寺
院
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
示
す
類
型
に
つ
い
て６

）
、
内
容
の
わ
か
る
事
例
を

あ
げ
、
後
段
の
考
察
に
資
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
）
亡
親
等
に
対
す
る
追
福
の
た
め
の
造
寺

南
北
朝
時
代
に
は
王
族
が
身
内
の
追
福
の
た
め
に
寺
を
営
ん
だ
と
い
う
記
載
が
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
ず
南
朝
の
事
例
か
ら
み
て
い

く
と
、
梁
の
武
帝
は
亡
父
の
た
め
に
皇
基
寺
（
唐
代
に
皇
業
寺
と
改
名
）
を
造
っ
た
こ
と
が
『
資
治
通
鑑
』
に
み
え
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
大
同
二
年
（
五
三
六
）
に
武
帝
が
父
の
蕭
順
之
を
追
福
す
る
た
め
皇
基
寺
を
建
て
よ
う
と
し
た
際
に
、
孟
少
卿
が
帝
に
媚
び
る
た

四



め
に
曲
阿
の
弘
氏
を
冤
罪
に
落
と
し
、
そ
の
木
材
を
奪
っ
て
寺
の
建
築
に
用
い
さ
せ
た
と
あ
る７

）
。『
南
史
』
梁
本
紀
に
は
大
同
一
〇
年

（
五
四
四
）
に
武
帝
が
蘭
陵
に
行
幸
し
て
父
の
文
帝
夫
妻
の
建
陵
と
妻
の

皇
后
を
葬
っ
た
修
陵
に
謁
陵
し
、
皇
基
寺
で
法
会
を
設
け

た
と
あ
る８

）
。
こ
の
ほ
か
に
も
武
帝
は
父
母
の
た
め
に
大
愛
敬
寺
と
大
智
度
寺
を
建
て
て
い
る９

）
。

時
代
は
さ
か
の
ぼ
る
が
、
南
朝
宋
の
武
帝
劉
裕
の
継
母
で
あ
る
孝

蕭
皇
后
・
蕭
文
寿
の
甥
の
蕭
思
話
の
子
の
恵
開
は
中
庶
子
（
東

宮
の
属
官
）
に
除
さ
れ
、
父
の
死
に
遇
し
、
喪
に
あ
た
っ
て
孝
行
で
あ
り
、
家
は
質
素
で
あ
っ
た
が
、
仏
に
つ
か
え
、
父
の
た
め
に
四

寺
を
建
て
た
。
そ
れ
ぞ
れ
を
名
づ
け
て
、
南
岡
下
の
も
の
は
禅
岡
寺
と
い
い
、
曲
阿
旧

宅
の
も
の
は
禅

寺
と
い
い
、
京
口
墓
亭
の

も
の
は
禅
亭
寺
と
い
い
、
封
じ
ら
れ
た
封
陽
縣
の
も
の
は
禅
封
寺
と
し
た
と
い
う10

）
。

北
朝
の
追
福
と
し
て
は
、
承
明
元
年
（
四
七
六
）
八
月
に
北
魏
の
孝
文
帝
が
先
帝
の
追
善
供
養
の
た
め
に
永
寧
寺
で
一
〇
〇
人
余
り

の
僧
を
得
度
さ
せ
、
ま
た
自
ら
も
剃
髪
し
、
僧
服
を
施
与
し
た
こ
と
が
名
高
い11

）
。
同
じ
く
北
魏
代
に
は
開
陽
門
の
外
三
里
に
孝
文
帝
が

太
后
の
追
善
の
た
め
に
建
て
た
報
徳
寺
が
あ
っ
た12

）
。
ま
た
、
秦
太
上
君
寺
は
胡
太
后
が
建
て
た
も
の
で
、
天
下
の
母
と
し
て
の
座
に

つ
き
、
父
に
秦
太
上
公
、
母
に
秦
太
上
君
と
い
う
諡
号
を
奉
じ
、
母
の
た
め
に
建
て
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
名
づ
け
た
と
い
う13

）
。

亡
親
な
ど
の
追
福
以
外
に
も
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
み
え
る
捨
宅
寺
院
の
記
載
の
な
か
で
、
北
魏
の
王
族
の
死
に
際
し
て
追
福
祈
願

に
関
連
し
て
造
営
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
祖
孝
文
帝
は

太
后
の
追
善
の
た
め
に
開
陽
門
外
三
里
に
報
徳
寺
を
建
て
て

い
る14

）
。
泰
太
上
君
寺
は
胡
太
后
が
亡
母
の
追
善
の
た
め
に
建
て
た
も
の
で
、
父
に
泰
太
上
公
、
母
に
は
泰
太
上
君
と
い
う
諡
号
を
奉
り
、

寺
名
と
し
た15

）
こ
と
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
高
陽
王
雍
が
爾
朱
栄
に
殺
さ
れ
た
後
に
、
そ
の
邸
が
喜
捨
さ
れ
て
高
陽
王
寺

と
な
っ
た16

）
。
平
等
寺
は
広
平
の
武
穆
王
が
邸
を
喜
捨
し
て
建
て
た
も
の
で
、
門
外
に
あ
っ
た
金
の
仏
像
は
相
好
が
端
正
で
霊
験
が
あ
り
、

国
家
の
吉
凶
に
つ
い
て
、
い
ち
早
く
そ
の
験
を
現
し
た
と
い
う17

）
。
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二
）
魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
「
捨
宅
為
寺
」

父
母
な
ど
の
追
福
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
作
善
す
な
わ
ち
追
善
の
た
め
の
造
寺
と
は
別
に
魏
晋
南
北
朝
と
り
わ
け
北
朝
代
に
は
住
宅

を
喜
捨
し
て
寺
と
な
す
こ
と
を
示
す
「
捨
宅
為
寺
」
の
表
現
が
あ
り
、
捨
宅
寺
院
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
捨
宅
寺
院
に
関
し
て
は

魏
晋
代
の
こ
と
と
し
て
み
え
る
記
載
も
あ
る
が
仏
教
的
説
話
に
類
す
る
例
も
あ
り
、
南
北
朝
時
代
と
く
に
北
朝
に
お
い
て
盛
行
す
る
。

北
魏
の
捨
宅
寺
院
に
つ
い
て
は
服
部
克
彦
氏
が
成
立
過
程
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
北
魏
の
捨
宅
寺
院
は
、

そ
の
成
立
の
原
因
と
過
程
に
よ
っ
て
、
篤
実
な
仏
教
信
仰
・
奇
瑞
や
霊
験
の
発
現
・
政
争
に
よ
る
犠
牲
者
の
追
福
な
ど
の
類
型
が
あ
る

と
さ
れ
る18

）
。
ま
た
、
王
恵
君
氏
は
『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
み
え
る
「
捨
宅
為
寺
」
の
契
機
と
原
因
に
つ
い
て
は
①
仏
教
へ
の
篤
信
②
意
外

な
出
来
事
③
政
変
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る19

）
。

こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、
本
論
の
論
旨
に
関
わ
る
部
分
に
お
い
て
、
捨
宅
寺
院
の
主
な
事
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、「
捨
宅
為
寺
」
の
語
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
侍
中
・
司
州
刺
史
の
城
陽
王
徽
の
宣
忠
寺
創
建
に
関
す
る
記
載
が
知
ら
れ
る
。
永

康
年
中
に
北
海
王
が
洛
陽
に
入
城
し
て
荘
帝
が
北
へ
逃
避
し
た
際
、
諸
王
は
去
就
を
決
め
か
ね
て
い
た
が
、
城
陽
王
徽
だ
け
は
帝
に
従

っ
て
長
子
城
に
行
っ
た
が
、
大
兵
が
黄
河
を
扼
し
て
雌
雄
が
決
せ
ず
、
徽
は
願
を
立
て
て
洛
陽
に
入
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
捨
宅
為

寺
」
す
な
わ
ち
邸
を
喜
捨
し
て
寺
に
す
る
と
し
た
と
こ
ろ
、
北
海
王
は
敗
走
し
、
国
の
秩
序
が
回
復
す
る
と
彼
は
邸
を
喜
捨
し
た20

）
。

魏
晋
南
北
朝
代
の
事
例
の
な
か
で
も
捨
宅
寺
院
の
早
い
時
期
の
例
と
し
て
は
洛
陽
に
遷
都
し
た
孝
文
帝
代
の
創
建
に
な
る
景
寧
寺
の

記
載
が
あ
る
。
こ
の
寺
は
青
陽
門
外
に
あ
り
、
大
保
司
徒
公
・
楊
椿
は
高
祖
が
洛
陽
に
遷
都
し
た
時
に
、
こ
こ
に
邸
を
建
て
、
そ
の
機

会
に
一
部
を
喜
捨
し
て
寺
に
し
た
た
め
、
地
名
を
と
っ
て
景
寧
寺
と
名
づ
け
た
と
み
え
る21

）
。

説
話
的
な
内
容
と
し
て
は
『
仏
祖
統
記
』
に
は
三
国
時
代
の
呉
の
尚
書
令
・

沢
が
宅
を
喜
捨
し
て
寺
と
し
た
と
い
う
記
載
が
あ
る22

）
。

ま
た
、
西
晋
の
永
康
元
年
（
三
〇
〇
）
に
井
戸
か
ら
金
が
出
た
奇
瑞
に
よ
っ
て
会
𥡴
の
諸
葛
氏
が
邸
宅
を
霊
宝
寺
と
し
た
と
い
う23

）
。
こ

の
他
、
東
晋
の
咸
康
二
年
（
三
三
六
）
に
は
尚
書
令
・
李

が
句
容
の
宅
を
喜
捨
し
て
霊
曜
寺
と
し
た
と
あ
り24

）
、
同
じ
く
建
元
元
年

六



（
三
四
三
）
に
中
書
令
・
何
充
は
自
邸
を
喜
捨
し
て
建
福
寺
と
な
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る25

）
。
個
人
の
邸
宅
を
寺
と
し
た
場
合
の
建
物

の
構
造
な
ど
に
つ
い
て
は
、
白
馬
寺
が
狭
小
な
た
め
道
安
が
清
河
の
張
殷
の
宅
地
に
寺
を
立
て
、
壇
渓
寺
と
名
づ
け
、
大
富
長
者
た
ち

が
賛
助
し
て
五
層
の
塔
を
建
築
し
、
四
百
の
房
を
起
こ
し
た
と
い
う
記
載
が
参
照
さ
れ
る26

）
。

六
朝
時
代
の
捨
宅
寺
院
は
、
こ
の
他
に
も
事
例
が
多
く
、
皇
帝
や
王
族
お
よ
び
高
位
官
僚
ら
が
営
ん
だ
捨
宅
寺
院
の
み
で
も
二
五
例

に
の
ぼ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る27

）
。

そ
の
な
か
で
も
周
知
さ
れ
る
の
が
梁
の
武
帝
の
篤
信
で
あ
り
、
彼
は
故
里
の
邸
を
喜
捨
し
て
光
宅
寺
と
し
、
周
興
嗣
と
陸

に
勅
し

て
各
々
に
寺
碑
を
作
ら
せ
、
そ
れ
ら
が
完
成
す
る
と
と
も
に
奏
上
さ
せ
た
が
、
武
帝
は
周
興
嗣
の
も
の
を
採
択
し
た
と
い
う28

）
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
劉
宋
の
明
帝
は
故
宅
を
喜
捨
し
て
湘
宮
寺
と
す
る
に
あ
た
っ
て
奢
侈
を
極
め
、
孝
武
帝
が
造
っ
た
七
層
を
越
え
る
十

層
を
欲
し
た
が
、
立
て
る
こ
と
が
か
な
わ
ず
、
五
層
の
塔
を
二
つ
に
分
け
て
造
っ
た
。
新
安
太
守
の
巣
尚
之
が
辞
し
て
帰
る
時
に
帝
に

見
（
ま
み
）
え
て
、
私
は
ま
だ
湘
宮
寺
に
行
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
寺
は
大
い
な
る
功
徳
が
あ
る
と
述
べ
た
。
側
に
い
た
虞
願
は

陛
下
が
こ
の
寺
を
建
て
て
、
皆
百
姓
は
子
を
売
り
、
女
は
銭
に
執
着
し
て
お
り
、
仏
が
も
し
こ
れ
を
知
っ
た
ら
悲
哭
哀
愍
し
、
罪
は
仏

塔
ほ
ど
に
高
く
、
何
の
功
徳
が
あ
ろ
う
か
、
と
言
っ
た
。
帝
は
大
い
に
怒
っ
た
が
、
旧
恩
を
も
っ
て
許
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
明

帝
が
故
里
を
喜
捨
し
て
奢
侈
な
寺
院
を
造
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
民
の
疲
弊
が
諌
直
の
対
象
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る29

）
。

捨
宅
寺
院
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
寺
院
名
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
で
は
昭
儀
寺
の
池
の
南
に
は
中
書
侍
郎
の
王

が
邸
を
喜
捨
し
て
建
て
た
仏
堂
が
あ
る
が
、
そ
の
前
に
桑
の
木
が
一
本
あ
り
、
五
尺
の
高
さ
の
と
こ
ろ
で
枝
が
横
に
張
り
だ
し
、
小

枝
と
葉
が
覆
っ
て
、
そ
の
形
は
羽
で
で
き
た
蓋
（
き
ぬ
が
さ
）
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う30

）
。
こ
こ
で
は
捨
宅
寺
院
の
結
構
の
一
つ
が

「
仏
堂
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

次
に
捨
宅
し
て
寺
と
な
す
に
お
よ
ん
だ
経
緯
が
わ
か
る
記
載
を
以
下
に
あ
げ
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
長
沙
太
守
・
騰
含
は
江
陵
の
邸

宅
を
喜
捨
し
て
寺
と
な
す
に
あ
た
り
、
道
安
に
一
僧
を
綱
領
に
し
た
い
と
告
げ
、
曇
翼
に
は
荆
楚
の
士
人
庶
民
は
は
じ
め
て
師
宗
を
欲
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し
て
お
り
、
そ
の
教
化
を
な
す
の
は
汝
を
お
い
て
誰
に
非
ず
や
と
い
う
と
、
曇
翼
は
錫
杖
を
つ
い
て
南
に
向
か
い
寺
院
を
創
建
し
、
す

な
わ
ち
長
沙
寺
が
こ
れ
で
あ
る
と
い
う31

）
。

安
楽
寺
は
釈
慧
受
が
王
坦
之
の
田
園
を
通
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
夜
に
な
る
と
き
ま
っ
て
田
園
に
寺
を
建
て
る
夢
を
み
た
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
一
再
な
ら
ず
あ
り
、
慧
受
は
王
坦
之
か
ら
寺
を
建
て
る
土
地
を
も
ら
い
う
け
、
は
じ
め
小
さ
な
建
物
を
建
て
た
と
こ
ろ
夜
ご

と
に
一
匹
の
龍
が
南
の
方
角
か
ら
や
っ
て
来
て
、
塔
の
心
柱
に
変
化
す
る
夢
を
み
た
。
試
み
に
新
亭
江
ま
で
出
か
け
て
探
し
求
め
た
と

こ
ろ
、
一
本
の
長
い
材
木
が
流
れ
下
っ
て
く
る
の
が
み
え
た
。
慧
受
は
夢
に
み
た
も
の
と
考
え
、
人
を
雇
っ
て
引
き
あ
げ
さ
せ
、
そ
れ

を
立
て
て
塔
の
心
柱
と
し
、
そ
の
上
に
一
層
の
屋
根
を
架
け
た
。
出
家
在
家
の
も
の
が
つ
め
か
け
、
誰
し
も
そ
の
不
思
議
に
感
嘆
し
た
。

王
坦
之
は
田
園
を
喜
捨
し
て
寺
院
と
し
、
慧
受
の
郷
里
の
名
を
と
っ
て
安
楽
寺
と
し
た
と
い
う32

）
。

昭
儀
寺
の
南
に
は
段
暉
の
邸
宅
が
あ
り
、
地
下
か
ら
鐘
の
音
が
聞
こ
え
、
時
に
は
五
色
の
光
が
現
れ
て
堂
宇
を
照
ら
し
た
。
段
暉
が

不
思
議
に
思
っ
て
、
そ
こ
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
黄
金
の
仏
像
が
出
て
き
た
。
高
さ
は
三
尺
ほ
ど
で
、
脇
侍
の
二
菩
薩
が
あ
り
、
結

坐

し
た
と
こ
ろ
に
銘
文
が
あ
っ
て
、「
晋
太
始
二
年
五
月
十
五
日
侍
中
中
書
監
荀
勗
造
」
と
記
さ
れ
て
い
た
た
め
、
段
暉
は
邸
を
喜
捨
し

て
光
明
寺
と
し
た33

）
。

綏
民
里
の
東
が
崇
義
里
で
里
内
に
は
京
兆
の
人
・
杜
子
休
の
邸
が
あ
っ
た
。
隠
者
の
趙
逸
と
い
う
人
が
い
て
、
晋
の
武
帝
の
時
の
人

だ
と
い
い
、
晋
代
の
故
事
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
正
光
（
五
二
〇
〜
五
）
の
初
め
頃
、
子
休
の
邸
を
見
て
、
こ
の
邸
は
昔
の
太
康
寺
で
、

王

が
呉
を
平
定
し
た
時
に
、
こ
の
寺
を
建
て
た
の
で
あ
り
、

で
造
ら
れ
た
三
重
の
塔
が
あ
っ
た
と
い
い
、
指
さ
し
た
場
所
を
子
休

が
掘
っ
て
み
る
と

数
万
枚
と
造
寺
の
年
次
と
施
主
を
記
し
た
石
銘
が
出
て
き
た
。
子
休
は
趙
逸
を
聖
人
と
呼
び
、
邸
を
喜
捨
し
て
霊

応
寺
と
し
、
掘
り
出
し
た

で
も
と
ど
お
り
三
重
の
塔
を
造
っ
た34

）
。

城
東
の
殖
貨
里
に
は
太
常
寺
の
官
奴
の
劉
と
胡
の
兄
弟
四
人
が
い
て
、
屠
殺
業
を
営
ん
で
い
た
。
永
安
年
間
に
胡
が
豚
を
殺
そ
う
と

す
る
と
豚
が
助
け
の
声
を
発
し
、
四
隣
に
聞
こ
え
た
。
隣
人
た
ち
は
胡
兄
弟
が
殴
り
あ
っ
て
い
る
と
思
っ
て
見
に
く
る
と
、
そ
れ
は
豚

八



で
あ
っ
た
。
胡
は
邸
を
喜
捨
し
て
帰
覚
寺
と
し
、
家
中
の
皆
が
出
家
し
た35

）
。

開
善
寺
は
も
と
も
と
京
兆
の
人
・
偉
英
の
邸
で
あ
っ
た
。
偉
英
が
死
ぬ
と
、
妻
の
梁
氏
は
葬
儀
を
す
ま
せ
る
こ
と
も
な
く
、
婿
を
と

り
、
河
内
の
人
・
向
子
集
を
入
れ
て
夫
と
し
、
そ
の
ま
ま
邸
に
住
ん
で
い
た
。
偉
英
は
妻
が
再
嫁
し
た
と
聞
き
、
馬
に
乗
り
、
数
人
を

従
え
、
帰
っ
て
き
て
、
庭
の
前
で
妻
に
汝
は
私
を
忘
れ
た
か
、
と
叫
ぶ
と
向
子
集
は
驚
き
恐
れ
、
弓
を
引
い
て
射
る
と
、
偉
英
は
矢
に

あ
た
っ
た
倒
れ
、
桃
の
人
形
に
変
わ
っ
て
、
乗
っ
て
い
た
馬
も
茅
の
馬
に
変
わ
り
、
従
者
は
蒲
の
人
形
に
化
け
た
。
梁
氏
は
恐
れ
て
邸

を
喜
捨
し
て
寺
と
し
た36

）
。

『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
み
え
る
捨
宅
寺
院
の
契
機
と
原
因
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
先
行
研
究
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
霊
応

寺
・
帰
覚
寺
・
開
善
寺
な
ど
の
記
載
を
み
る
と
、
た
ん
に
意
外
な
出
来
事
で
は
な
く
、
仏
像
や
寺
院
構
築
材
で
あ
る

な
ど
の
発
見
、

あ
る
い
は
人
の
声
で
助
け
を
求
め
る
豚
や
亡
夫
の
蘇
生
な
ど
仏
教
的
な
奇
瑞
や
霊
験
と
造
寺
と
の
因
果
関
係
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
魏
晋
南
北
朝
時
代
と
く
に
南
北
朝
時
代
の
捨
宅
寺
院
に
顕
著
な
特
徴
は
仏
教
に
対
す

る
篤
信
に
基
づ
き
、
霊
験
や
奇
瑞
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
邸
宅
を
喜
捨
し
て
寺
と
な
す
行
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
南
北
朝
時
代
の
捨
宅
寺
院
は
財
物
の
喜
捨
は
、
す
な
わ
ち
布
施
の
行
為
と
し
て
の
発
現
形
態
で
あ
る
。
布
施
に
は
出
家

者
が
所
有
物
を
放
棄
し
て
在
家
者
を
説
く
法
施
と
在
家
者
が
財
を
持
た
な
い
出
家
者
に
対
し
て
施
し
を
す
る
財
施
と
が
あ
り
、
双
方
と

も
に
時
代
や
文
献
に
よ
る
意
味
内
容
の
違
い
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
大
乗
経
典
で
は
六
波
羅
密
と
密
接
に
関
係
す
る
と
さ
れ
て
い

る37
）

。
布
施
の
行
為
は
王
朝
の
分
立
や
華
夷
の
せ
め
ぎ
あ
い
に
よ
る
争
乱
に
端
を
発
す
る
混
乱
し
た
社
会
状
況
の
な
か
で
、
魏
晋
南
北
朝

時
代
に
は
皇
帝
か
ら
民
衆
に
い
た
る
ま
で
、
広
く
金
銭
や
布
帛
の
多
大
な
布
施
が
流
行
す
る
。
こ
れ
を
特
定
の
仏
教
思
想
に
結
び
つ
け

る
見
方
も
あ
る
が
、
皇
帝
や
皇
族
の
場
合
は
、
あ
た
か
も
仏
教
的
な
経
済
行
為
と
し
て
布
施
が
行
わ
れ
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
梁
・
武

帝
の
捨
身
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
伴
い
寺
院
に
多
く
の
物
品
を
喜
捨
す
る
の
は
悔
過
と
し
て
悔
罪
の
た
め
の
行
為
と
同
根
で
あ
っ
て
、
福

を
造
る
こ
と
も
罪
を
な
く
す
こ
と
も
喜
捨
に
よ
る
と
さ
れ
る38

）
。
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三

飛
鳥
時
代
の
造
寺
思
想
と
百
済
王
室
祈
願
寺
の
造
寺
の
系
譜

日
本
古
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
仏
教
公
伝
記
事
の
一
つ
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
に
は
欽
明
天
皇
十
三
年
（
五
五
二
）
百
済
の
聖
明
王

か
ら
献
上
さ
れ
た
仏
像
を
、
蘇
我
稲
目
が
ま
ず
小
墾
田
の
家
に
置
き
、
の
ち
向
原
の
家
に
安
置
し
て
寺
と
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
が
我
が

国
に
お
け
る
寺
院
の
創
始
を
記
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
向
原
の
家
を
寺
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
懃
（
ね
ん
ご
）
ろ
に
世
を
出
ず
る

業
を
修
め
て
因
と
し
、
向
原
家
を
浄
め
捨
て
て
寺
と
成
す
、
と
あ
る39

）
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
記
載
に
は
該
期
に
は
漢
訳
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
語
句
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
公
伝
の
年
紀
と
し
て
は
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』

『
元
興
寺
縁
起

流
記
資
財
帳
』
に
み
え
る
戊
午
年
す
な
わ
ち
五
三
八
年
が
と
ら
れ
て
い
る40

）
。
ま
た
、
豊
浦
寺
の
創
建
記
事
に
関
し
て

も
、『
元
興
寺
縁
起

流
記
資
財
帳
』
そ
の
も
の
の
史
料
性
を
疑
問
視
す
る
見
方
も
あ
り41

）
、
仏
教
公
伝
の
年
次
を
確
定
す
る
こ
と
そ
の

も
の
の
意
味
も
問
わ
れ
て
い
る42

）
。

加
え
て
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
条
以
降
に
み
え
る
仏
教
公
伝
か
ら
崇
仏
論
争
に
い
た
る
一
連
の
記
述
が
『
法
苑
珠
林
』

『
金
光
明
最
勝
王
経
』
な
ど
の
仏
書
や
仏
典
を
典
拠
と
し
て
修
文
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り43

）
、
と
く
に
崇
仏
論
争
に
対
し
て
は

『
日
本
書
紀
』
編
纂
段
階
で
創
出
さ
れ
た
説
話
と
す
る
見
方
も
示
さ
れ
て
い
る44

）
。
も
ち
ろ
ん
仏
書
や
漢
籍
に
よ
る
修
文
と
事
実
と
し
て

の
史
料
性
と
は
別
次
元
で
考
究
す
べ
き
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、『
日
本
書
紀
』
の
仏
教
公
伝
か
ら
崇
仏
論
争
の
記
載
に
関
し
て
、

上
述
の
典
拠
と
な
る
仏
書
や
仏
典
を
参
照
と
し
て
述
作
さ
れ
た
こ
と
は
実
証
の
次
元
で
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
こ
に
み
え
る
初
期
寺
院

の
創
建
譚
に
つ
い
て
は
、
出
典
や
典
故
と
し
て
検
討
す
べ
き
論
点
が
多
く
、
法
興
寺
や
向
原
寺
の
創
建
説
話
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
出

典
論
的
な
再
検
討
を
経
た
う
え
で
言
及
す
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
よ
う
。

豊
浦
寺
に
関
し
て
は
、
は
や
く
喜
田
貞
吉
が
「
登
浦
寺
は
も
と
蘇
我
稲
目
が
己
が
宅
を
捨
て
て
寺
と
な
し
た
り
と
い
う
向
原
寺
」
で

あ
る
と
し
て
、
本
論
で
い
う
捨
宅
寺
院
の
存
在
を
示
唆
し
た45

）
。
そ
の
後
、
蘇
我
稲
目
の
宅
で
あ
る
向
原
家
に
仏
像
を
置
く
に
際
し
て
、

一
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「
浄
捨
向
原
家
為
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
南
北
朝
時
代
に
行
わ
れ
た
「
捨
宅
為
寺
」
を
下
敷
き
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
『
出
三

蔵
記
集
』『
高
僧
伝
』『
続
高
僧
伝
』『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
な
ど
の
中
国
の
仏
書
に
み
え
る
常
套
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
依

拠
し
て
記
述
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る46

）
。
こ
こ
に
み
え
る
「
向
原
」
は
『
元
興
寺
縁
起
』
に
は
「
牟
久
原
」
と
み
え
、
推
古
天

皇
の
宮
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
寺
の
創
建
は
他
の
史
料
に
は
み
え
ず
、
福
山
敏
男
氏
の
研
究
以

来
、
こ
の
縁
起
そ
の
も
の
の
史
料
性
に
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る47

）
。

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
か
に
も
、
初
期
寺
院
の
創
建
説
話
に
は
漢
籍
を
典
故
と
し
た
内
容
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
法
興
寺
と

四
天
王
寺
の
創
建
譚
に
み
え
る
戦
争
に
勝
利
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
誓
願
と
い
う
筋
だ
て
で
あ
る
。
四
天
王
寺
の
創
建
に
関
し
て
は
、

崇
峻
二
年
（
五
八
九
）
秋
七
月
条
に
厩
戸
皇
子
は
蘇
我
氏
の
軍
の
後
方
に
い
た
が
、
戦
況
を
見
て
白
膠
木
（
ぬ
る
で
）
と
い
う
木
を
伐

っ
て
、
四
天
王
の
形
を
作
り
、
も
し
こ
の
戦
に
勝
利
し
た
な
ら
、
必
ず
や
四
天
王
を
安
置
す
る
寺
塔
（
て
ら
）
を
建
て
る
、
と
い
う
誓

願
を
し
た
と
こ
ろ
、
味
方
の
矢
が
敵
の
物
部
守
屋
を
木
か
ら
射
落
と
し
て
、
戦
い
は
崇
仏
派
の
蘇
我
氏
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
四

年
後
の
推
古
天
皇
元
年
（
五
九
三
）
に
厩
戸
皇
子
が
摂
津
難
波
の
荒
陵
（
あ
ら
は
か
）
で
四
天
王
寺
の
建
立
に
取
り
か
か
り
、
寺
の
基

盤
を
支
え
る
た
め
に
は
、
物
部
氏
か
ら
没
収
し
た
奴
婢
と
土
地
が
用
い
ら
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
法
興
寺
の
創
建
に
際
し

て
は
、
厩
戸
皇
子
の
四
天
王
寺
の
創
建
の
誓
願
と
同
時
に
蘇
我
馬
子
が
物
部
守
屋
と
の
戦
い
に
勝
利
し
た
ら
仏
寺
を
建
立
す
る
こ
と
を

誓
い
無
事
に
勝
利
し
た
の
で
、
飛
鳥
の
真
神
原
の
地
に
寺
を
建
て
た
と
み
え
る48

）
。

こ
の
よ
う
に
願
目
を
立
て
て
、
そ
れ
が
成
就
す
れ
ば
邸
宅
を
喜
捨
し
て
仏
寺
を
造
立
す
る
と
い
う
内
容
は
、
前
項
で
ふ
れ
た
よ
う
に

『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
み
え
る
城
陽
王
衛
の
記
述
に
典
型
的
な
例
が
あ
る
。
直
接
的
な
語
句
等
の
典
拠
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、『
日

本
書
紀
』
と
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
風
土
記
』
に
は
『
洛
陽
伽
藍
記
』
な
ど
に
み
え
る
漢
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
勘
案
す
る

と49
）

、
こ
れ
は
蘇
我
馬
子
に
よ
る
誓
願
の
成
就
に
よ
る
造
寺
の
典
故
と
な
り
う
る
類
話
で
あ
る
。

法
興
寺
と
四
天
王
寺
の
創
建
譚
は
戦
争
に
勝
利
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
誓
願
と
い
う
根
幹
と
な
る
部
分
が
類
似
し
て
お
り
、
漢
籍

一
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を
典
拠
と
す
る
辞
句
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
蘇
我
馬
子
の
誓
願
が
法
興
寺
の
創
建
を
介
し
た
仏
法
興
隆
へ
と
続
く
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
も
と
に
し
て
厩
戸
皇
子
の
誓
願
が
後
補
さ
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る50

）
。

日
本
古
代
に
お
け
る
誓
願
の
特
質
に
つ
い
て
は
石
井
公
成
氏
の
分
析
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
①
誓
願
に
述
べ
る
言
葉
の
威
力
に
よ

る
即
時
的
な
効
果
の
期
待
②
誓
願
流
行
の
背
景
と
し
て
の
ウ
ケ
ヒ
・
言
ホ
ギ
な
ど
の
習
俗
・
信
仰
の
存
在
③
延
命
と
往
生
の
同
時
誓
願

④
天
皇
・
皇
族
に
関
わ
っ
て
な
さ
れ
る
集
団
の
誓
願
⑤
公
の
場
で
の
誓
約
と
し
て
の
誓
願
お
よ
び
天
皇
に
対
す
る
服
属
儀
礼
と
し
て
の

誓
願
⑥
初
現
的
な
誓
願
・
誓
約
へ
の
蘇
我
氏
の
関
与
、
の
六
点
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
四
天
王
寺
創
建
に
関
わ
る
誓
願
に
つ
い
て

は
、
①
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
こ
の
記
事
が
本
来
的
に
一
つ
の
記
事
で
あ
っ
た
も
の
を
、
法
興
寺
創
建
に
関
す
る
蘇

我
馬
子
の
誓
願
と
二
つ
に
分
け
て
造
作
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る51

）
。
こ
の
よ
う
な
論
を
参
照
す
る
と
し
て
も
、
寺
を
創
建
す
る
に
あ
た

っ
て
争
い
に
勝
つ
こ
と
を
願
目
と
し
た
誓
願
は
日
本
古
代
の
誓
願
の
な
か
で
も
特
色
あ
る
内
容
と
い
え
よ
う
。

こ
の
創
建
譚
と
は
別
に
飛
鳥
寺
の
創
建
に
関
し
て
は
漢
籍
や
仏
書
を
典
故
と
す
る
造
寺
の
経
緯
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
崇
峻
天
皇

元
年
（
五
八
八
）
に
百
済
か
ら
僧
と
技
術
者
が
派
遣
さ
れ
、
飛
鳥
の
真
神
原
の
地
に
あ
っ
た
飛
鳥
衣
縫
造
祖
樹
葉
の
邸
宅
を
壊
し
て
法

興
寺
（
飛
鳥
寺
）
の
造
営
が
始
め
ら
れ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
仏
教
公
伝
の
記
事
に
伴
い
、
蘇
我
稲
目
が
向
原

家
を
喜
捨
し
て
寺
と
し
た
と
い
う
捨
宅
寺
院
的
な
記
述
と
同
根
の
内
容
で
あ
り
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
修
飾
は
中
国
の

仏
書
の
影
響
と
さ
れ
て
い
る
が52

）
、
法
興
寺
創
建
譚
も
同
類
の
説
話
で
あ
り
、
や
は
り
、
南
北
朝
時
代
に
盛
行
し
た
「
捨
宅
為
寺
」
の
意

識
に
基
づ
い
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
法
興
寺
の
創
建
記
事
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

ふ
れ
た
よ
う
に
捨
宅
寺
院
と
し
て
の
属
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

飛
鳥
時
代
の
仏
教
に
関
し
て
は
寺
院
で
行
わ
れ
た
「
伽
藍
仏
教
」
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
に
三
角
縁
仏
獣
鏡
や
小
金
銅
仏
を
奉
持
し
、

寺
院
以
外
で
行
わ
れ
た
仏
教
信
仰
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
「
私
宅
仏
教
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
方
が
あ
る53

）
。
し
か
し
な
が
ら
、

と
く
に
三
角
縁
仏
獣
鏡
の
出
土
す
る
古
墳
時
代
前
期
に
は
仏
教
的
遺
物
が
顕
著
で
な
く
、
小
金
銅
仏
が
飛
鳥
時
代
の
遺
跡
か
ら
学
術
的
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な
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
例
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
が
体
系
的
な
仏
教
の
存
在
を
示
す
か
に
つ
い
て
は
未
詳

と
す
る
ほ
か
な
く
、「
私
宅
仏
教
」
の
提
唱
後
も
具
体
的
な
検
証
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
類
型
化
よ
り
も
、

こ
こ
で
ふ
れ
た
飛
鳥
衣
縫
造
祖
樹
葉
の
邸
宅
を
壊
し
て
造
営
が
始
め
ら
れ
た
法
興
寺
の
造
営
記
事
を
述
作
し
た
意
図
と
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
一
部
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
捨
宅
寺
院
」
の
側
面
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
初
現
的
な
寺
院
の
創
建
譚
に
は
、
①
願
目
を
立
て
て
、
そ
れ
が
成
就
す
れ
ば
邸
宅
を
喜
捨
し
て
仏
寺
を

造
立
す
る
（
法
興
寺
、
四
天
王
寺
）
と
い
う
内
容
と
②
邸
宅
を
喜
捨
し
て
仏
寺
を
造
立
す
る
（
法
興
寺
、
向
原
寺
）
と
い
う
要
素
が
あ

り
、
法
興
寺
の
創
建
譚
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
双
方
の
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
法
興
寺
の
造
営
記
事
は
、
五
六
七
年
の
陵
山
里
寺
址
お
よ
び
五
七
七
年
の
王
興
寺
の
建
立
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
考

古
学
資
料
に
よ
っ
て
百
済
仏
教
の
一
端
が
知
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
事
実
関
係
の

面
で
も
飛
鳥
寺
の
創
建
年
代
に
大
き
な
潤
色
が
な
け
れ
ば
、
百
済
の
直
接
の
影
響
の
も
と
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
も
は
や
疑

う
余
地
が
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
亡
父
の
聖
王
の
た
め
に
娘
が
造
塔
し
た
陵
山
里
寺
址
や
亡
息
の
た
め
に
威
徳
王
が
造
立
し
た
王
興
寺
な
ど
の
六
世

紀
中
頃
の
百
済
寺
院
と
比
較
し
て
も
、
ま
た
、
王
と
王
后
の
身
体
の
不
滅
と
仏
道
の
成
就
お
よ
び
家
系
の
福
徳
を
祈
願
し
て
王
后
が
建

立
し
た
七
世
紀
前
半
の
弥
勒
寺
址
西
塔
と
比
較
し
て
も
、
法
興
寺
の
建
立
の
経
緯
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
一
つ
に
は
蘇
我
馬
子
が
物
部
守
屋
と
の
争
い
に
勝
利
す
る
こ
と
を
誓
願
し
た
と
い
う
点
と
、
二
つ
め
は

飛
鳥
衣
縫
造
樹
葉
の
宅
を
寺
と
し
た
と
い
う
捨
宅
寺
院
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
両
種
の
寺
院
建
立
に
関
わ
る
経
緯
は
、

い
ず
れ
も
南
北
朝
時
代
の
寺
院
創
建
記
事
や
仏
教
説
話
に
み
え
る
の
で
あ
っ
て
、
法
興
寺
の
創
建
記
事
は
仏
書
や
中
国
文
献
を
典
故
と

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
同
時
期
で
あ
る
六
世
紀
の
百
済
で
は
王
族
が
亡
き
親
族
の
追
福
を
目
的
と
し
た
造
寺
が
盛
行
し
て
い
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た
の
に
対
し
て
、
法
興
寺
創
建
の
記
載
に
は
、
こ
の
よ
う
な
百
済
の
影
響
は
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
中
国
南
北
朝
時
代
の
捨
宅
寺
院
と

し
て
の
属
性
と
そ
の
建
立
の
経
緯
と
し
て
の
誓
願
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。『
日
本
書
紀
』
の
説
く
よ

う
に
仏
典
や
僧
お
よ
び
造
寺
に
関
す
る
工
人
な
ど
の
百
済
か
ら
の
仏
教
と
造
寺
に
関
す
る
総
合
的
な
知
識
と
技
術
の
移
入
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
亡
き
親
族
の
た
め
の
追
福
と
い
う
百
済
王
室
祈
願
寺
の
造
寺
の
目
的
と
『
日
本
書
紀
』
の
飛
鳥
寺
の
造
寺
記
事
と
は
異
質
で

あ
り
、
飛
鳥
寺
創
建
記
事
は
造
寺
の
目
的
と
い
う
重
要
な
点
に
お
い
て
は
百
済
の
直
接
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
百
済
王
室
祈
願
寺
に
お
け
る
王
族
に
よ
る
追
福
の
た
め
の
造
寺
に
関
し
て
は
、
梁
・
武
帝
に
よ
る
亡
親

の
追
福
の
た
め
の
寺
院
造
営
に
典
型
的
に
み
え
る
同
時
期
の
南
朝
梁
の
思
想
的
系
譜
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る54

）
。
い
っ
ぽ
う
、『
日
本
書

紀
』
に
み
え
る
飛
鳥
寺
に
関
し
て
は
捨
宅
寺
院
と
い
う
側
面
は
あ
る
に
し
ろ
、
南
朝
か
ら
百
済
と
い
う
系
譜
と
は
異
な
る
造
寺
の
目
的

や
背
景
を
も
つ
寺
院
と
し
て
編
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

結

語

本
論
で
は
陵
山
里
寺
址
出
土
舎
利

銘
文
と
王
興
寺
址
出
土
舎
利
容
器
銘
文
に
み
え
る
百
済
王
室
祈
願
寺
と
飛
鳥
寺
創
建
記
事
に
み

え
る
造
寺
思
想
に
関
し
て
、
同
時
期
の
東
ア
ジ
ア
の
造
寺
思
想
の
な
か
で
相
対
的
に
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
飛
鳥
寺
創
建

記
事
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。

そ
の
た
め
に
中
国
南
北
朝
時
代
の
造
寺
に
関
し
て
顕
著
で
あ
る
特
質
と
し
て
、
亡
親
等
に
対
す
る
追
福
の
た
め
の
造
寺
と
捨
宅
寺
院

の
記
事
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
、
飛
鳥
寺
の
創
建
記
事
に
は
四
天
王
寺
の
創
建
譚
と
と
も
に
戦
争
に
勝
利
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
誓
願

と
捨
宅
寺
院
と
し
て
の
属
性
と
い
う
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
飛
鳥
寺
の
創
建
記
事
は
、
銘
文
に
み
え
る
百
済
王
室
祈
願
寺
の
亡
親
等
に
対
す
る
追
福
の
た
め
の
造
寺
と
は

異
質
で
あ
り
、
百
済
か
ら
の
直
接
的
な
影
響
の
み
を
受
け
て
創
建
記
事
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
し
た
。

一
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以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
こ
れ
ま
で
百
済
の
影
響
の
み
が
説
か
れ
て
き
た
飛
鳥
寺
の
創
建
記
事
に
関
し
て
は
、
造
寺
に
お
い
て
も

っ
と
も
重
要
と
な
る
目
的
や
思
想
的
背
景
の
点
で
百
済
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
出
土
文
字
資
料
を
用
い
て
『
日
本

書
紀
』
の
記
述
内
容
を
検
証
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
り
、
記
事
そ
の
も
の
の
内
容
を
問
題
と
す
る
際
に
必
要
と
な
る
記
事
構
成
要
素
の

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
編
纂
意
図
に
近
づ
く
た
め
の
基
本
的
な
方
法
と
し
て
あ
え
て
文
献
史
学
の
専
門
外

の
立
場
か
ら
提
示
し
て
み
た
。

註１
）

本
論
で
参
照
し
た
陵
山
寺
址
、
弥
勒
寺
西
塔
の
情
報
を
含
め
た

一
覧
資
料
と
し
て
、
韓
国
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
韓
中
日
古
代

寺
址
比
較
研
究
⑴
木
塔
址
編
』（
文
化
財
庁
、
二
〇
〇
九
年
）〔
ハ

ン
グ
ル
文
献
〕
が
有
用
で
あ
る
。

２
）
『
三
国
史
記
』
巻
第
二
七
・
百
済
本
紀
第
五
・
法
王

二
年
、
春
正
月
、
創
王
興
寺
、
度
僧
三
十
人
。

『
三
国
史
記
』
巻
第
二
七
・
百
済
本
紀
第
五
・
武
王

三
十
五
年
春
二
月
、
王
興
寺
成
。
其
寺
臨
水
、
彩
飾
壯
麗
。
王
毎

乗
舟
、
入
寺
行
香
。

３
）

国
立
扶
余
博
物
館
編
『
百
済
王
興
寺
』（
国
立
扶
余
博
物
館
、

二
〇
〇
八
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

４
）

金
台
植
「
扶
余
王
興
寺
址
昌
王
銘
舎
利
具
に
関
す
る
考
察
｜
舎

利
函
銘
文
を
中
心
に
｜
」（『
文
化
史
学
』
二
八
、
二
〇
〇
七
年
）

〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕。

李
道
学
「

王
興
寺
址
舎
利
器
銘
文

の
分
析
を
通
し
て
み
た
百

済
威
徳
王
代
の
政
治
と
仏
教
」（『
韓
国
史
研
究
』
一
四
二
、
二
〇

〇
八
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

５
）
『
梁
書
』
巻
五
四
・
列
伝
第
四
八
・
諸
夷
・
東
夷
╱
百
済

中
大
通
六
年
、
大
同
七
年
、
累
遣
使
献
方
物
、

請
涅
盤
等
経
義
、

毛
詩
博
士

工
匠
畫
師
等
、
勅
並
給
之
。

６
）

こ
の
よ
う
な
点
に
お
け
る
南
朝
寺
院
と
百
済
王
室
寺
院
の
類
似

性
と
系
譜
性
は
下
記
論
考
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

梁
銀
景
「
中
国
仏
教
寺
院
の
検
討
を
通
し
て
み
た
百
済
泗
比
期
仏

教
寺
院
の
諸
問
題
」（『
百
済
研
究
』
五
〇
、
二
〇
〇
八
年
）〔
ハ

ン
グ
ル
文
献
〕

周
火

美
「
国
王
の
真
身
舎
利
供
養
と
そ
の
政
治
的
含
意
」
鈴
木
靖

民
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
王
権
｜
王
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ

｜
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

近
藤
浩
一
「
百
済
時
期
の
孝
思
想
受
容
と
そ
の
意
義
」
『
百
済
研

究
』
四
二
、
二
〇
〇
五
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

こ
れ
ら
の
う
ち
近
藤
論
文
で
は
陵
山
里
寺
址
な
ど
の
創
建
も
孝

思
想
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
が
、
本
論
で
は
こ
れ
を
仏
教
的
な
追

福
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
こ
の
点
に
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
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７
）
『
資
治
通
鑑
』
第
一
五
七
巻
・
梁
紀
一
三
・
高
祖
武
皇
帝
一
三

（
武
帝
二
年
正
月
）
上
為
文
帝
作
皇
基
寺
以
追
福
、
命
有
司
求
良

材
。
曲
阿
弘
氏
自
湘
州
買
巨
材
東
下
、
南
津
校
尉
孟
少
卿
欲
求
媚

於
上
、
誣
弘
氏
為
劫
而
殺
之
、
没
其
材
以
為
寺
。

８
）
『
南
史
』
巻
七
・
梁
本
紀
中
第
七
・
武
帝
蕭
衍
下

三
月
甲
午
、
幸
蘭
陵
。
…
壬
寅
、
於
皇
基
寺
設
法
会
、
詔
賜
蘭
陵

老
少
位
一
階
、

加
頒

。

９
）
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
一

為
太
祖
文
皇
、
於
鍾
山
北
㵎
、
建
大
愛
敬
寺
。（
大
正
新
脩
大
蔵

経
第
五
〇
巻
四
二
七
頁
上
段
）

『
梁
書
』
巻
三
・
本
紀
第
三
・
武
帝
蕭
衍
下
╱
太
清
三
年

高
祖
生
知
淳
孝
。
年
六

、
献
皇
太
后
崩
、
水
漿
不
入
口
三
日
、

哭
泣
哀
苦
、
有
過
成
人
、

外
親
党
、
咸
加
敬
異
。
及
丁
文
皇
帝

憂
、
時
為
斉
隨
王
諮
議
、
隨
府
在
荆
鎮
、
髣
髴
奉
聞
、
便
投
劾
星

馳
、
不
復

食
、
倍
道
就
路
、
憤
風
驚
浪
、
不
暫
停
止
。
…
拝
掃

山
陵
、
涕

所

、
松
草
変
色
。
及
居
帝
位
、
即
於
鍾
山
造
大
愛

敬
寺
、
青
溪
辺
造
智
度
寺
、
又
於
台

立
至
敬
等
殿
。

10
）
『
南
史
』
巻
一
八
・
列
伝
第
八
・
蕭
思
話
╱
子
恵
開

尋
除
中
庶
子
、
丁
父
艱
、
居
喪
有
孝
性
、
家
素
事
仏
。
凡
為
父
起

四
寺
、
南
岡
下
名
曰
禅
岡
寺
、
曲
阿
旧
郷
宅
名
曰
禅
郷
寺
、
京
口

墓
亭
名
曰
禅
亭
寺
、
所
封
封
陽
県
名
曰
禅
封
寺
。

11
）
『
魏
書
』
巻
一
一
四
・
釈
老
志
一
〇
・
第
二
〇
╱
釈

承
明
元
年
八
月
、
高
祖
於
永
寧
寺
、
設
太
法
供
、
度
良
家
男
女
為

僧
尼
者
百
有
余
人
、
帝
為
剃
髪
、
施
以
僧
服
、
令
修
道
戒
、
資
福

於
顕
祖
。

12
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
三
・
城
南
╱
報
徳
寺

報
徳
寺
、
高
祖
孝
文
皇
帝
所
立
也
、
為

太
后
追
福
、
在
開
陽
門

外
三
里
。

13
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
第
二
・
城
東
╱
秦
太
上
君
寺

秦
太
上
君
寺
、
胡
太
后
所
立
也
。
…
当
時
太
后
正
号
崇
訓
、
母
儀

天
下
、
号
父
為
秦
太
上
公
、
母
為
秦
太
上
君
。
為
母
追
福
、
因
以

名
焉
。

14
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
三
・
城
南
╱
報
徳
寺

報
徳
寺
、
高
祖
孝
文
皇
帝
所
立
也
、
為

太
后
追
福
、
在
開
陽
門

外
三
里
。

15
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
二
・
城
東
╱
秦
太
上
君
寺

秦
太
上
君
寺
、
胡
太
后

校
）説

四
后
下
有
之
字
。
所
立
也
。
…

號
父
為
秦
太
上
公
、
母
為
秦
太
上
君
。
為
母
追
福
、
因
以
名
焉
。

16
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
三
・
城
南
╱
高
陽
王
寺

高
陽
王
寺
、
高
陽
王
雍
之
宅
也
。
…
雍
為
爾
朱
栄
所
害
也
。
捨
宅

以
為
寺
。

17
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
二
・
城
東
╱
平
等
寺

平
等
寺
、
廣
平
武
穆
王
懐
捨
宅
所
立
也
。
…
寺
門
外
金
像
一
軀
、

高
二
丈
八
尺
、
相
好
端
厳
、
常
有
神
験
、
国
之
吉
凶
、
先

祥
異
。

18
）

服
部
克
彦
『
北
魏
洛
陽
の
社
会
と
文
化
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
六
六
年
）

19
）

こ
こ
で
ふ
れ
た
『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
み
え
る
捨
宅
寺
院
の
分
類

に
つ
い
て
は
下
記
論
文
を
参
照
し
た
。

王
恵
君
「
北
魏
洛
陽
を
中
心
と
し
た
捨
宅
為
寺
に
関
す
る
考
察
」

（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
四
七
九
、
一
九
九
六
年
）

20
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
四
・
城
西
╱
宣
忠
寺

宣
忠
寺
、
侍
中
司
州
牧
城
陽
王
所
立
也
、
在
西
陽
門
外
一
里
御
道

一
六



南
。
永
安
中
、
北
海
入
洛
。
庄
帝
北
巡
、
自
余
諸
王
、
各
不
二
望
、

惟
徽
独

庄
帝
至
長
子
城
。
大
兵
阻
河
、
雌
雄
未

、
徽
願
入
洛

陽
捨
宅
為
寺
。
及
北
海
敗
散
、
国
道
重
暉
、
遂
捨
宅
焉
。

21
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
・
第
二
╱
景
寧
寺

景
寧
寺
、
太
保
司
徒
公
楊
椿
所
立
也
。
在
青
陽
門
外
三
里
御
道
南
、

所
謂
景
寧
里
也
。
高
祖
遷
都
洛
邑
、
椿
創
居
此
里
。
遂
分
宅
為
寺
、

因
以
名
之
。

22
）
『
仏
祖
統
記
』
巻
第
三
五
・
釈
宝
唱

三
年
、
呉
尚
書
令

沢
、
捨
宅
為
徳
潤
寺
。（
大
正
新
脩
大
蔵
経

第
四
九
巻
三
三
一
頁
下
段
）

23
）
『
仏
祖
統
記
』
巻
第
三
六

永
康
元
年
、
会
𥡴
諸
葛
氏
銭
自
井
出
。
乃
捨
宅
為
霊
宝
寺
。（
大

正
新
脩
大
蔵
経
第
四
九
巻
三
三
八
頁
下
段
）

24
）
『
仏
祖
統
記
』
巻
第
三
六

（
咸
康
）
二
年
。
尚
書
令
李

。
舎
句
容
宅
為
霊
曜
寺
。（
大
正

新
脩
大
蔵
経
第
四
九
巻
三
三
九
頁
下
段
）

25
）
『
仏
祖
統
記
』
巻
第
三
六

建
元
元
年
、
中
書
令
何
充
。
捨
宅
為
建
福
寺
。（
大
正
新
脩
大
蔵

経
第
四
九
巻
三
三
九
頁
下
段
）

26
）
『
高
僧
伝
』
巻
第
五
・
釈
道
安

安
以
白
馬
寺
狹
、
乃
更
立
寺
名
曰
檀
溪
、
即
清
河
張
殷
宅
也
。
大

富
長
者
並
加

助
、
建
塔
五
層
起
房
四
百
。（
大
正
新
脩
大
蔵
経

第
五
〇
巻
三
五
二
頁
中
段
）

27
）

護
海
鳴
「
六
朝
建
康
仏
寺
新
探
」（『
金
陵
職
業
大
学
学
報
』
一

五
｜
四
、
二
〇
〇
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

28
）
『
梁
書
』
巻
四
九
・
列
伝
第
四
三
・
文
学
上
╱
周
興
嗣

高
祖
以
三
橋
旧
宅
為
光
宅
寺
、
勅
興
嗣
與
陸

各
製
寺
碑
、
及
成

俱
奏
、
高
祖
用
興
嗣
所
製
者
。

29
）
『
南
史
』
巻
七
十
・
列
伝
第
六
〇
・
循
吏
╱
虞
願

帝
以
故
宅
起
湘
宮
寺
、
費
極
奢
侈
。
以
孝
武
荘
厳

七
層
、
帝
欲

起
十
層
、
不
可
立
、
分
為
両

、
各
五
層
。
新
安
太
守
巢
尚
之
罷

郡
還
見
帝
、
曰
卿
至
湘
宮
寺
未
、
我
起
此
寺
、
是
大
功
徳
。
願
在

側
曰
陛
下
起
此
寺
、
皆
是
百
姓
売
児
貼
婦
銭
、
仏
若
有
知
、
當
悲

哭
哀
愍
。
罪
高
仏
図
、
有
何
功
徳
。
尚
書
令
袁

在
坐
、
為
之
失

色
。
帝
大
怒
、
使
人
駆
曳
下
殿
、
願
徐
去
無
異
容
、
以
旧
恩
、
少

日
中
已
復
召
入
。

30
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一
・
城
内

願
会
寺

池
西
南
有
願
会
寺
、
中
書
侍
郎
王

捨
宅
所
立
也
。
仏
堂
前
生
桑

一
株
、
直
上
五
尺
、
枝
条
横
繞
、

叶
傍
布
、
形
如
羽

。

31
）

梁
『
高
僧
伝
』
巻
第
五
・
釈
曇
翼

晉
長
沙
太
守
騰
含
、
於
江
陵
捨
宅
為
寺
。
告
安
求
一
僧
為
綱
領
、

安
謂
翼
曰
、
荆
楚
士
庶
始
欲
師
宗
。
成
其
化
者
非
爾
而
誰
、
翼
遂

杖
錫
南
征
締
構
寺
宇
。
即
長
沙
寺
是
也
。（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第

五
〇
巻
三
五
五
頁
下
段
）

32
）

梁
『
高
僧
伝
』
巻
第
十
三
・
釈
慧
受

釈
慧
受
。
安
楽
人
。
…
嘗
行
過
王
坦
之
園
、
夜

夢
於
園
中
立
寺
、

如
此
数
過
。
…
初
立
一
小
屋
、

夕
復
夢
見
一
青
龍
従
南
方
来
化

為
刹
柱
。
受
将
沙
彌
試
至
新
亭
江
尋

、
乃
見
一
長
木
隨
流
来
下
、

受
曰
必
是
吾
所
見
者
也
。
於
是
雇
人
牽
上
、

立
為
刹
、
架
以
一

層
、
道
俗
競
集
咸
歎
神
異
。
坦
之
即
捨
園
為
寺
、
以
受
本
郷
為
名

号
曰
安
楽
寺
。（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
五
〇
巻
四
一
〇
頁
中
段
）

一
七

百
済
王
室
祈
願
寺
と
飛
鳥
寺
の
造
寺
思
想



33
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一
・
城
内
╱
光
明
寺

寺
南
有
宜
壽
里
、

有
苞
信
県
令
段
暉
宅
、
地
下
常
聞
鍾
声
、
時

見
五
色
光
明
、
照
於
堂
宇
。
暉
甚
異
之
、
遂
掘
光
所
、
得
金
像
一

軀
。
可
高
三
尺
。
並
有
二
菩
薩
、

上
銘
云
晉
太
始
二
年
五
月
十

五
日
侍
中
中
書
監
荀
勗
造
』。
暉
遂
捨
宅
為
光
明
寺
。
時
人
咸
云

此
荀
勗
旧
宅
。

34
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
二
・
城
東

綏
民
里
東
崇
義
里
、
里
内
有
京
兆
人
杜
子
休
宅
。
…
正
光
初
、
来

至
京
師
、
見
子
休
宅
、
嘆
息
曰
此
宅
中
朝
時
太
康
寺
也
。
時
人
未

信
、
遂
問
寺
之
由
緒
。
逸
云
龍

将
軍
王

平
天

之
后
、
始
立
此

寺
。
本
有
三
層
浮
図
、
用

為
之
。
指
子
休
園
中
曰
此
是
故

。

子
休
掘
而
験
之
、
果
得

数
十
万
、
兼
有
石
銘
云
晋
太
康
六
年
歳

次
乙
巳

九
月
甲
戌
朔
八
日
辛
巳
、
儀
同
三
司
襄
陽
侯
王

敬
造
。

時
園
中
果
菜
豊
蔚
、
林
木
扶
疏
、
乃
服
逸
言
、
号
為
聖
人
。
子
休

遂
捨
宅
為
霊
応
寺
、
所
得
之

、

為
三
層
浮
図
。

35
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
二
・
城
東

孝
義
里
東
市
北
殖
貨
里
、
里
有
太
常
民
劉
胡
、
兄
弟
四
人
、
以
屠

為
業
。
永
安
年
中
、
胡

猪
、
猪
忽
唱
乞
命
、
声
及
四
隣
。
隣
人

謂
胡
兄
弟
相
殴
斗
而
来
観
之
、
乃
猪
也
。
即
捨
宅
為
帰
覚
寺
、
合

家
人
入
道
焉
。

36
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
四
・
城
西
╱
開
善
寺

准
財
里
内
有
開
善
寺
、
京
兆
人
韋
英
宅
也
。
英
早
卒
、
其
妻
梁
氏

不
治

而
嫁
、
更
約
河
内
人
向
子
集
為
夫
。
雖
云
改
嫁
、
仍
居
英

宅
。
英
聞
梁
氏
嫁
、
白
日
来
帰
、
乗
馬
将
数
人
、
至
於
庭
前
、
呼

曰
阿
梁
、
卿
忘
我
也
。
子
集
京
怖
、
張
弓
射
之
、
応
弦
而
倒
、
即

為
桃
人
、
所

之
馬
亦

為
茅
馬
、

者
数
人
尽
化
為
蒲
人
。

梁
氏
惶
惧
、
捨
宅
為
寺
。

37
）

平
川
彰
「
出
家
者
の
財
施
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
一
一
｜

二
、
一
九
六
三
年
）

加
藤
純
一
郎
「
布
施
の
変
容
に
つ
い
て
」
『
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学

研
究
』
九
、
二
〇
〇
二
年
）

38
）

遠
藤
祐
介
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
経
済
の
祖
形
に
つ
い
て
」

『
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
紀
要
』
二
、
二
〇
〇
九
年
）

39
）
『
日
本
書
紀
』
欽
明
一
三
年
冬
十
月

冬
十
月
、
百
濟
聖
明
王
、
更
名
聖
王
。
遣
西
部
姫
氏
達
率
怒

斯

致
契
等
、
献
釈
迦
仏
金
銅
像
一
軀
・
幡
蓋
若
干
・
経
論
若
干
巻
。

…

中
略
）…
安
置
小
墾
田
家
、
懃
修
出
世
業
為
因
、
浄
捨
向
原
家

為
寺
。

40
）

藤
井
顕
孝
「
欽
明
紀
の
仏
教
伝
来
の
記
事
に
つ
い
て
」
『
史
学

雑
誌
』
三
六
｜
八
、
一
九
二
五
年
）

た
だ
し
、
藤
井
の
論
考
は
谷
川
士
清
、
河
村
秀
根
、
敷
田
年
治
、

飯
田
武
郷
な
ど
の
指
摘
を
さ
ら
に
明
確
に
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
下
記
の
文
献
等
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

井
上
薫
『
日
本
古
代
の
政
治
と
宗
教
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

一
年
）

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上

塙
書
房
、
一
九

六
二
年
）

41
）

吉
田
一
彦
「『
元
興
寺
縁
起
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
古
代
』

一
一
〇
、
二
〇
〇
一
年
）

吉
田
一
彦
「『
元
興
寺
縁
起

流
記
資
財
帳
』
の
信
憑
性
」
大
山

誠
一
編
『
聖
徳
太
子
の
真
実
』

平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
）

42
）

欽
明
天
皇
一
三
年
の
仏
教
伝
来
記
事
に
つ
い
て
は
、
言
辞
の
潤

一
八



色
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
初
伝
の
印
象
を
与
え
た
が
、
実
際
の

仏
教
初
伝
と
は
別
次
元
で
考
え
る
べ
き
こ
と
が
、
つ
と
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

井
上
薫
「
日
本
書
紀
仏
教
伝
来
記
載
考
」『
日
本
古
代
の
政
治
と

宗
教
』（
前
掲
注
40
）

43
）

吉
田
一
彦
「『
日
本
書
紀
』
仏
教
伝
来
記
事
と
末
法
思
想
（
そ

の
一
）」（『
人
間
文
化
研
究
』
七
、
二
〇
〇
七
年
）

44
）

北
條
勝
貴
「
祟
・
病
・
仏
神
｜
『
日
本
書
紀
』
崇
仏
論
叢
と

『
法
苑
珠
林
』
｜
」
あ
た
ら
し
い
古
代
史
の
会
編
『
王
権
と
信
仰

の
古
代
史
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）

45
）

喜
田
貞
吉
「
元
興
寺
考
証
」『
喜
田
貞
吉
著
作
集
』
六

平
凡
社
、

一
九
八
〇
年
）〔
初
出
は
一
九
一
二
年
〕

46
）

吉
田
一
彦
「『
日
本
書
紀
』
仏
教
伝
来
記
事
と
末
法
思
想
（
そ

の
一
）」（『
人
間
文
化
研
究
』
七
、
二
〇
〇
七
年
）

47
）

福
山
敏
男
「
豊
浦
寺
の
成
立
」『
日
本
建
築
史
』（
墨
水
書
房
、

一
九
六
八
年
）

吉
田
一
彦
「『
元
興
寺
縁
起

流
記
資
財
帳
』
の
信
憑
性
」（
前
掲

注
40
）

48
）
『
日
本
書
紀
』
崇
峻
天
皇
二
年
秋
七
月

是
時
、
厩
戸
皇
子
…
而
隨
軍
後
、
自
忖
度
曰
、
将
無
見
敗
、
非
願

難
成
。
乃
昔斤
取
白
膠
木
、
疾
作
四
天
皇
像
、
置
於
頂
髪
、
而
発
誓

言
、
白
膠
木
、
此
云
農
利
泥
。
今
若
使
我
勝
敵
、
必
當
奉
為
護
世

四
王
、
起
立
寺
塔
。
蘇
我
馬
子
大
臣
、
又
発
誓
言
、
凡
諸
天
王
・

大
神
王
等
、
助
衞
於
我
、
使
獲
利
益
、
願
當
奉
為
諸
天
與
大
神
王
、

起
立
寺
塔
、
流
通
三
宝
。
誓
已
厳
種
種
兵
、
而
進
討
伐
。
…

中

略
）蘇
我
大
臣
、
亦
依
本
願
、
於
飛
鳥
地
、
起
法
興
寺
。

49
）

小
島
憲
之
「
諸
国
風
土
記
の
述
作
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国

文
学
｜
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学
的
考
察
｜
』
上
（
塙
書

房
、
一
九
六
二
年
）

50
）

北
條
勝
貴
「
祟
・
病
・
仏
神
｜
『
日
本
書
紀
』
崇
仏
論
叢
と

『
法
苑
珠
林
』
｜
」（
前
掲
注
44
）

51
）

石
井
公
成
「
上
代
日
本
仏
教
に
お
け
る
誓
願
に
つ
い
て
｜
造
寺

造
像
伝
承
再
考
｜
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
〇
｜
一
、
一
九

九
二
年
）

52
）

吉
田
一
彦
「『
日
本
書
紀
』
仏
教
伝
来
記
事
と
末
法
思
想
（
そ

の
一
）」

前
掲
注
45
）

53
）

田
村
圓
澄
『
仏
教
伝
来
と
古
代
日
本
』（
講
談
社
、
一
九
八
六

年
）田

村
圓
澄
『
飛
鳥
・
白
鳳
仏
教
史
』
上
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
四
年
）

54
）

梁
・
武
帝
に
よ
る
父
の
た
め
の
皇
基
寺
の
創
建
と
百
済
・
王
興

寺
の
銘
文
に
み
る
亡
父
の
追
福
の
た
め
の
造
塔
の
類
似
性
と
そ
れ

が
梁
の
百
済
へ
の
影
響
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
下
記
論
文
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

梁
銀
景
「
中
国
仏
教
寺
刹
の
検
討
を
通
し
て
み
た
百
済
泗
比
期
仏

教
寺
刹
の
諸
問
題
」
『
百
済
研
究
』
五
〇
、
二
〇
〇
九
年
）〔
ハ

ン
グ
ル
文
献
〕

付
記

本
稿
は
平
成
二
十
四
年
度
佛
教
大
学
特
別
研
究
費
・
課
題
名

「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
舎
利
信
仰
と
造
寺
・
造
塔
の
関
係
に
つ
い
て

の
考
古
学
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
九

百
済
王
室
祈
願
寺
と
飛
鳥
寺
の
造
寺
思
想


